
答  申  第  ６  号 

平成１９年 ８月１０日 

松阪市長 下 村  猛 様 

                            松阪市個人情報保護審査会 

                             会長  牧 戸  哲 

 

個人情報の取扱いに関する諮問について（答申） 

 

 諮問のあった下記の事項について、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

１．松阪市個人情報保護条例第８条第１項第７号及び第３項の規定により、審査会の意見

を聴くこととされている事項 

 

審査会開催日 

 平成１９年８月８日 第６回松阪市個人情報保護審査会 



答   申 

 

審 査 案 件 
 特定健診・特定保健指導の実施計画策定に関して、基本健康

診査の目的外利用について 

審 査 会 の 意 見 

１．個人情報の目的外利用に関する制限の原則の適用を除外す

ることが適当であると認める。 

  ただし、目的外利用を原則として禁止する条例の趣旨を踏

まえ、目的外利用をする必要性やその範囲を十分に検討し、

必要以上の個人情報が内部で利用されることのないよう慎重

に対応するとともに、個人の権利利益を侵害することのない

よう特段の配慮が望まれる。 

２．１の個人情報を提供した場合の本人への通知は要しないも

のと認める。 

審 査 内 容 

 特定健診・特定保健指導の実施計画策定に必要があると認め

られ、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと

認められることから上記のとおり意見を取りまとめた。 

審 査 日 平成１９年８月８日（水） 

個人情報取扱事務 

の 名 称 
特定健診・特定保健指導実施計画策定業務 

利用する個人情報 

の 項 目 

老人保健法による基本健康診査データ 

（氏名、生年月日は除く） 

事 務 の 目 的 

 特定健診・特定保健指導の実施計画を策定するため、基本健

康診査データ等を分析し、本市の健康課題を客観的に明らかに

する。 

所管課（室）等 

保健部 

健康推進課 

保険年金課 

 


